
玉川地域版 

街づくり条例に基づく建築構想の届出における 

「みどりの基本計画」への配慮について 

 

世田谷区みどり３３推進担当部みどり政策課 

 

 「みどりの基本計画」は、世田谷区街づくり条例第３１条第１項の規定に基づく

建築構想の届出にあたり、区が適合を確認する「街づくりの方針等」に該当します。

建築構想の策定にあたりましては、関連する法律、条令を遵守するとともに、以下

の内容に沿った配慮をお願いします。 

 

１ 「みどりの基本計画」とは 

 「みどりの基本計画」は、都市緑地法に基づき、世田谷らしいみどり豊かな住環

境を守り、創り出すために、将来像、目標などを定め、区民・事業者・区が協働し

てみどりの保全や創出を推進する取り組みの全体像を示した計画です。計画では、

２０３２年にみどり率を３３％とする「世田谷みどり３３」の達成を目指し、みど

りの将来像を設定しています。 

 

２ 建築構想の届出において配慮していただく項目及び具体的な内容 

 「みどりの基本計画」では、５つの基本方針と１７項目の取り組み方針を体系付

け、個々の具体的な取り組みを進めていきます。また、区内５つの地域別の課題を

踏まえ、地域別の取り組みを定めています。 

 街づくり条例に基づく建築構想の届出にあたっては、「みどりの基本計画」に記載

した基本方針及び取り組み内容の趣旨を踏まえて建築構想を立案いただきますよう、

お願いします。次頁以降に基本方針及び地域別の取り組み内容を記載していますの

で、参考にしてください。 

 

「みどりの基本計画」はホームページから閲覧できます。 

  世田谷区トップページ 

   ⇒目次から探す 

   ⇒住まい・街づくり・環境 

   ⇒みどり 

   ⇒みどりに関する計画・データ・刊行物 

   ⇒みどりに関する条例・計画 

   ⇒みどりの基本計画について 

      ホームページの URL https://www.city.setagaya.lg.jp 

 

 「みどりの基本計画」の内容に関するお問い合わせ先 

       世田谷区みどり３３推進担当部みどり政策課 

         電 話  ０３－６４３２－７９０５ 

         FAX  ０３－６４３２－７９８９ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/
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第➎章  

エリア別の取り組み 
 

エリア別の取り組みを世田谷地域、北沢地域、玉川地域、砧地域、烏山地域ごとに示し、

地域の特性を活かした個性あるみどりの街づくりを進めます。 

 
 

■エリア区分 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

多摩川・国分寺崖線エリア 

市街地エリア 

住宅地エリア 

砧地域 

烏山地域 

北沢地域 

世田谷地域 

玉川地域 
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３．玉川地域（多摩川・国分寺崖線エリア、住宅地エリア） 
（１）みどりの現況 

みどりの概況 

「多摩川・国分寺崖線エリア」と「住宅地エリア」にまたがっており、多摩川や国分寺

崖線が位置する比較的みどりが多い地域です。 

みどり率・公園面積の推移 

 2006年度 
(平成 18年度) 

2011年度 
(平成 23年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

 みどり率 26.49％ 26.46％ 27.32％ 

区民１人当たりの公園面積 3.76㎡／人 3.66㎡／人 3.87 ㎡／人 

 

（２）みどりの街づくりの取り組み 

みどりの街づくりの方向 

多摩川と国分寺崖線が一体となった骨格的なみどりの軸やみどりの軸（呑川緑道・谷沢

川など）、みどりの拠点を守りながら、住宅地エリアの農地を含む中・小の多様なみどり

を活かした街をめざします。 

みどりの街づくりの取り組み 

 国分寺崖線保全整備地区内におけるみどりの保全と創出を強化します。また、野毛

三丁目の豊かな自然的環境及び歴史・文化が培われた環境を将来にわたり保全する

よう努めます。 

 多摩川の自然環境を保全するとともに、多摩川の自然に親しみ、学ぶことができる

場としての活用を進めます。 

 馬事公苑・東京農業大学一帯みどりの拠点では、馬事公苑において「国際スポーツ

交流の軸」として、東京オリンピック・パラリンピック大会後も、レガシー（遺産）

として継承していきます。また、上用賀公園は、みどりを大切にし、健康づくりや

防災・減災に資する整備を進めます。 

 等々力渓谷・玉川野毛町公園みどりの拠点では、自然や生きもの、歴史文化を学ぶ

ことができ、かつ、防災・減災に資する公園の整備を進めます。 

 二子玉川公園・上野毛自然公園みどりの拠点では、民有地のみどり緑地協定や環境

評価認証を活かしながら、生態系の保全や、環境教育の場やみどりに親しめる場と

してさらに活用を進めます。 

 公園緑地が不足している地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが

身近に利用できる施設の整備を進めます。 

 点在する農地の保全に努めるとともに、農地保全重点地区（中町・深沢・等々力地

区、瀬田地区）では、農業公園の整備や農体験の場として活用します。 

 農地や社寺などの樹林、街路樹のある道路と民有地のみどりを保全・創出して、み

どりのネットワークの形成をめざします。 

 無量寺、瀬田玉川神社、玉川神社、満願寺、宇佐神社、奥沢神社などの社寺林や、

屋敷林などの既存の樹林・樹木を大切に守ります。 

 大規模住宅団地の建替えにあたり、みどりの保全・創出や公園の配置などを図ると

ともに、みどり豊かで良好な住環境の形成を誘導します。 

 まとまりのある住宅地や商店街などにおいて、地区計画・地区街づくり計画の策定・

推進により、敷地の細分化の防止やみどりの保全・創出を図るルールづくりを進め

ます。 

 東急大井町線・東横線・目黒線沿線の緑化や適正な維持を促進します。 
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N 

馬事公苑・ 
東京農業大学一帯 

 

駒沢オリンピック 

公園 

 

０   500ｍ    1000ｍ           2000ｍ 

用賀 

桜新町 

上野毛 

等々力 

尾山台 

九品仏 

奥沢 

園芸高校一帯 

 

五郎様の森一帯 

生きものの拠点となる 

玉川野毛町公園の拡張整備 

特別緑地保全地区・特別保護区 

市民緑地 

社寺などのまとまりのあるみどり（主なもの） 

国分寺崖線保全重点地区 

湧水保全重点地区 

農地保全重点地区 

二子玉川 

等々力渓谷・ 

玉川野毛町公園 

東急大井町線・東横線・目黒線 

沿線の緑化・適正な維持の促進 

上用賀五丁目 
いらか道市民緑地 

桜新町二丁目 
ウレシパモシリ市民緑地 

等々力七丁目 
うえきば市民緑地 

みどりの軸（緑道等） 

みどりの軸（河川・開渠） 

みどりの幹線軸（幹線道路の街路樹） 

みどりの拠点 

玉川台二丁目 
五郎様の森市民緑地 深沢八丁目 

無原罪特別保護区 

既存のみどりを保全
した二子玉川無堤防
地区の整備の促進 

凡例 

駒沢緑泉公園 

 

瀬田玉川神社 

無量寺 

奥沢神社 

宇佐神社 

満願寺 

玉川神社 

九品仏一帯 二子玉川公園・

上野毛自然公園 

安全で魅力あるみどりの空間づくり
を進めるための、地域のエリアマネ
ジメント団体との連携による都市再
生整備計画などの策定 

上用賀公園の拡張整備 

農業公園の整備や

農業体験の場など

としての活用 




